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船舶事故調査報告書 

 

                               令和元年７月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３１年１月２６日 １７時０４分ごろ（１件目の事故） 

平成３１年１月２６日 １７時１６分ごろ（２件目の事故） 

発生場所 沖縄県宮古島市伊良部
い ら ぶ

島南方沖 

（１件目の事故） 

 長山水路第２号灯標から真方位２３４°７０ｍ付近 

（概位 北緯２４°４６.７′東経１２５°１１.６′） 

（２件目の事故） 

 長山水路第２号灯標から真方位０１６°６１０ｍ付近 

 （概位 北緯２４°４７.０′東経１２５°１１.７′） 

事故の概要 （１件目の事故）  

漁船清
せい

徳
とく

丸は、航行中、干出浜に乗り揚げた。 

清徳丸は、船底キールに擦過傷を生じた。 

（２件目の事故） 

 漁船清徳丸は、北北東進中、浅所に乗り揚げた。 

 清徳丸は、船底キールの破口等を生じた。 

事故調査の経過 平成３１年１月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 清徳丸、４.８８トン 

ＯＮ３－２８３６７（漁船登録番号）、個人所有 

９.９０ｍ（Lr）×２.２５ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７３.５５kＷ、昭和５４年１２月１９日 

第２９６－３５６２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日  昭和５５年４月２日 

免許証交付日 平成２８年８月２９日 

（令和４年８月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 （１件目の事故） 

船底キールに擦過傷 
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（２件目の事故） 

船底キールに破口、主機等に濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風速 約１２.１～１２.４m/s（最大

瞬間風速約１５.４～１５.９m/s）、視界 良好 

海象：波向 北、波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

日没時刻：１８時２６分ごろ 

宮古島には、平成３１年１月２５日１６時０６分に波浪注意報（有

義波高２.５ｍ）が、２６日０４時０４分に強風注意報（平均風速 

１５m/s）がそれぞれ発表され、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 （１件目の事故） 

本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、宮古島市宮古島東南東方

沖でそでいか
．．．．

漁の操業中に海象が悪化する予報を知り、漁を中断して

島陰で荒天を避けることとし、１月２５日１６時００分ごろ同島南岸

沖に向かった。 

船長は、風を避けるため宮古島南岸の港に入港しようと思い、同島

南岸に向けて航行中、２６日１６時００分ごろ、操舵区画前部の船員

室に備え付けたＧＰＳプロッターを確認したところ、来
くり

間
ま

島南西方灯

標北方沖が航行可能な水域に見えたので、同灯標北方沖に向け北進し

た。 

船長は、来間島北西方灯標を過ぎた後、伊良部島南方沖で前方に浅

礁が見えたので、操舵区画の天井から顔を出し、目視で障害となる浅

礁がないかを確認しながら操縦リモコンのダイヤルを操作して航行

中、赤色の灯標（長山水路第２号灯標）（以下、灯標及び灯浮標につ

いては、「長山水路」を省略する。）と緑色の灯標（第１号灯標）を前

方に認めた。 

船長は、赤色の灯標を右舷側に見て通過しようとしたところ、同灯

標の近くに浅礁の切れ間があるように見えたので、同灯標に近寄って

航行していたところ、１７時０４分ごろ、衝撃を感じた。 

船長は、周囲を見て干出浜（さんご礁）に乗り揚げたことを知り、

機関室に浸水がないことを確認し、海上保安庁に本事故の発生を通報

した。 

（２件目の事故） 

本船は、北風により南方に流されて乗り揚げた干出浜から自然に離

礁し、船長が、赤色の灯標と緑色の灯標との間の奥に位置する防波堤

の内側に巡視船を認めて港があると思い、目視で両灯標の間を北北東

進中、白波で海面下の状況が見えない状態になり、１７時１６分ごろ

浅所に乗り揚げた。 

船長は、主機を中立運転とした後、機関室を確認して浸水している

ことを知り、ビルジポンプによる排水を行っていたところ、本船が自

然に離礁して漂流し始めたので、航行を試みたが、舵が動かなくなっ
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ていることを認め、海上保安庁に救助を要請した。 

船長及び甲板員は、救命胴衣を着用し、錨を投入した後、来援した

海上保安庁のゴムボートで救助され、巡視艇で宮古島市平
ひら

良
ら

港に運ば

れた。 

本船は、その後、錨泊した状態で右舷側に横転し、船長が手配した

引船により長山港にえい
．．

航された後、陸上に引き揚げられ、解体され

た。 

（付図１ 航行経路図、付表１ ＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ 陸揚

げ後の本船、写真２ 船底キール等の損傷状況 参照） 

 その他の事項 （両事故共通の事項） 

本船の喫水は、船首約０.６ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

海上保安庁刊行の九州沿岸水路誌（平成２８年３月発行）によれ

ば、長山港の水路について、次のとおり記載されている。 

・西側からの針路法（その１） 

巡視船（１５０ｔ）は、タカツキャ瀬南東方灯標（２４°４６.

６′Ｎ １２５°１０.７′Ｅ）南東側約５００ｍ付近から長山港

第１号立標（２４°４７.１′Ｎ １２５°１１.１′Ｅ）を航進目

標に針路０１５°で進み、長山港第１号立標の南２００ｍ付近に達

したら、長山港第１号立標及び同２号灯標
原文ママ

（２４°４７.０′Ｎ 

１２５°１１.２′Ｅ）の中央付近を、長山港南防波堤先端と二ツ

離岩西端の中央付近を航進目標として針路０５５°で進み、防波堤

を航過して港内に入る。 

・西側からの針路法（その２） 

巡視船（１５０ｔ）は、タカツキャ瀬南東方灯標南東側約５００

ｍから針路０６２°で長山水路第１号灯標（２４°４６.８′Ｎ 

１２５°１１.５′Ｅ）、長山水路第２号灯標（２４°４６.７′Ｎ 

１２５°１１.６′Ｅ）間から長山水路を進み、長山水路第５号灯

浮標（２４°４７.５′Ｎ １２５°１３.１′Ｅ）航過後、長山港

口中央に向け針路３０１°で進み港内に入る。 

船長は、本事故後、巡視船を認めた港が長山港、赤色の灯標が第２

号灯標及び緑色の灯標が第１号灯標であることを知り、両灯標が長山

港等への出入口を示し、他の灯浮標及び立標が並んで水路を示してい

ることを知った。 

船長は、伊良部島南方沖で浅礁を認めてから、日没まで時間がある

ので目視により安全に航行できると思い、ＧＰＳプロッターを見てい

なかった。 

船長は、約３０年間漁船の乗船経験があったが、伊良部島南方沖を

航行した経験がなかった。 

甲板員は、操舵区画にいたが、操舵区画船首側の窓に飛沫
し ぶ き

が掛かっ

ていて、前方が見えなかった。 
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（１件目の事故に関する事項） 

海図Ｗ１２８３（長山港）によれば、第２号灯標付近から南方約５

００ｍまで干出浜が広がっている。 

（２件目の事故に関する事項） 

海図Ｗ１２８３（長山港）によれば、左舷標識として第１号灯標、

第３号灯浮標及び第５号灯浮標、右舷標識として第２号灯標、沖縄県

長山水路Ａ立標及び沖縄県長山水路Ｂ立標が並んで水路を示してお

り、本事故発生場所付近の水深は０.７ｍである。 

船長は、１件目の事故で乗り揚げた干出浜から離礁した後、船体の

損傷状況が気になり、防波堤の内側に巡視船を認めた港に、早く入港

して損傷状況を確認したいと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

（１件目の事故）あり、（２件目の事故）あり 

（１件目の事故）なし、（２件目の事故）なし 

（１件目の事故）なし、（２件目の事故）なし 

（１件目の事故） 

本船は、伊良部島南方沖に向けて航行中、船長が、伊良部島南方沖

の航行経験がない中、第２号灯標付近を航行する際、日没前なので目

視により浅所を確認できると思い、第２号灯標の近くに浅礁の切れ間

があるように見えて通過しようとしたことから、第２号灯標南方の干

出浜に乗り揚げたものと考えられる。 

（２件目の事故） 

本船は、干出浜を自然に離礁した後、船長が、伊良部島南方沖の航

行経験がない中、船体の損傷状況が気になり、入港して損傷状況を確

認したいと思い、また、白波で海面下の状況が見えない状態でも目視

により航行できると思い、第１号灯標と第２号灯標との間の奥に位置

する長山港に船首を向けて北北東進したことから、伊良部島南方沖の

浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 （１件目の事故） 

本事故は、本船が、伊良部島南方沖に向けて航行中、船長が、伊良

部島南方沖の航行経験がない中、第２号灯標付近を航行する際、日没

前なので目視により浅所を確認できると思い、第２号灯標の近くに浅

礁の切れ間があるように見えて通過しようとしたため、第２号灯標南

方の干出浜に乗り揚げたものと考えられる。 

（２件目の事故） 

本事故は、本船が、干出浜を自然に離礁した後、船長が、伊良部島

南方沖の航行経験がない中、船体の損傷状況が気になり、入港して損

傷状況を確認したいと思い、また、白波で海面下の状況が見えない状

態でも目視により航行できると思い、第１号灯標と第２号灯標との間

の奥に位置する長山港に船首を向けて北北東進したため、伊良部島南
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方沖の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行経験のない海域に接近する場合、事前に航行予定海域の水路

調査を行うこと。 

・ＧＰＳプロッターを活用し、船位の確認を適切に行うこと。 

・最新の気象情報を入手し、天候の悪化が予想される場合には、早

めに帰港する又は避難港に避難すること。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県 

宮古島市 

宮古島 

伊良部島 

来間島南西方灯標 

来間島北西方灯標 

２件目の事故 

事故発生場所 

（平成３１年１月２６日 

１７時１６分ごろ発生） 
第５号灯浮標 

第２号灯標 

長山港第１号立標 

長山港第２号立標 

第１号灯標 

第３号灯浮標 

沖縄県長山水路Ａ立標 

沖縄県長山水路Ｂ立標 

来間島北西方灯標 

本船 

伊良部島 

長山港 
二ツ離岩 

長山港南防波堤 

１件目の事故 

事故発生場所 

（平成３１年１月２６日 

１７時０４分ごろ発生） 

針路法（その１） 

針路法（その２） 

タカツキャ瀬南東方灯標 
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付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 陸揚げ後の本船 写真２ 船底キール等の損傷状況 

北　緯 東　経

（°-′-″） （°-′-″）

08:56:09 24-39-06.5 125-17-41.0 311.4 7.6

09:27:09 24-41-20.1 125-14-11.4 298.3 7.1

09:48:09 24-41-22.0 125-11-08.7 322.9 6.3

11:02:09 24-48-56.8 125-07-11.2 338.3 7.9

14:00:38 24-46-50.1 125-06-32.3 047.8 4.4

16:04:02 24-41-00.0 125-12-39.0 016.0 5.9

16:19:05 24-42-26.3 125-13-13.0 333.6 4.7

16:31:02 24-43-34.4 125-13-00.3 357.0 6.4

16:45:32 24-45-09.8 125-13-00.0 007.6 6.9

16:52:03 24-45-52.1 125-12-42.4 315.8 7.0

17:00:32 24-46-24.7 125-11-44.3 298.4 7.7

17:04:02 24-46-40.9 125-11-34.9 146.1 0.7

17:09:37 24-46-36.7 125-11-33.3 158.6 1.4

17:11:02 24-46-35.6 125-11-29.8 304.8 4.3

17:13:32 24-46-45.7 125-11-32.7 026.6 5.6

17:16:32 24-47-01.2 125-11-43.0 288.9 1.3

18:07:46 24-46-31.6 125-11-53.0 064.9 1.7

※船位は、ＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路は、真方位である。

船　位※

時　刻
（時:分:秒）

対地針路※

（°）

対地速力
（kn）


